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 北海道は、感染拡大を防止するため、8月 2日から札幌市を措置区域として「まん

延防止等重点措置」が適用されていますが、石狩管内の市町村、小樽市、旭川市も措

置区域に指定されたほか、期間は 9月 12日までに延期されました。 

京極町を含むその他の市町村は、道内の措置区域との不要不急の往来や都道府県間

の移動を控えるよう要請されています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け

て、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

町内施設での対策状況  

【公民館】…開館中。 

・利用時間：午前 9時 30分～午後９時 

 

【生涯学習センター湧学館】…開館中。 

・利用時間：午前 9時 30分～午後９時 

※図書室は午前 10時～午後 6時 

 

【総合体育館】…開館中。 

・利用時間：午前 9時 30分～午前 11時 30分、午後 1時 30分～午後９時 

※トレーニング室の利用は町民限定とします。 

 

【スリーユーパーク】 

○パークゴルフ場、ゲートボール場、テニスコートが利用可能です。 

・利用時間：午前 7時 30分～午後 6時 30分 

○キャンプ場は９月１２日まで閉鎖します。 

 

【温水プール】…利用は町民限定で開館中。 

・利用時間：日曜日・水曜日・金曜日 午前 10時～午後 6時 

火曜日・木曜日・土曜日 午前 10時～午後 8時 

※月曜日は休館（祝日の場合は火曜休）。 

・消毒作業等の実施により、下記時間帯は利用できません。 

① 正午～午後 12時 30分 

② 午後 2時 30分～午後 3時 

③ 火曜日・木曜日・土曜日の午後 5時～午後 5時 30分 

 

 

 

 

北海道に適用中の 新型コロナウイルス感染症の 

『まん延防止等重点措置』 
の区域・期間が変更されました。 

＜8/20(金)から 9/12(日)まで＞ 

京極町民のみなさまへ 



町民のみなさまへのお願い 

引き続き、マスクの着用・手洗い・咳エチケットの徹底やいわゆる３密を避ける取

り組みの徹底にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年８月１８日 
京極町新型コロナウイルス感染症対策本部 

電話：４２－２１１１ 

＜日常生活において＞ 

○ 感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいること等を踏まえ、「三

つの密（密閉・密集・密接）」、「感染リスクが高まる「５つの場面※」」等の回避

や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」をはじ

めとした基本的な感染防止対策を徹底する。 

※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での

共同生活、居場所の切り替わり 

 

＜特に外出の際は＞ 

○ 不要不急※の外出や移動を控える。 

※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への

出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控

えてください。なお、必要な外出や移動であっても、極力家族や普段行動をともにしてい

る仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。 

○ 重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。 

※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方 

○ 道内の措置区域との不要不急の往来は控える。 

 

 

 

○ 不要不急の都道府県間の移動は極力控える。 

※道外への移動がどうしても避けられない場合は感染防止対策を徹底するほか、体温チェッ

クや必要に応じて PCR検査を受けるなど、体調確認の徹底をお願いします。 

※また、移動先では「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底するとともに、

特に大人数（５人以上）の会食は控えるようお願いします。 

 

＜特に飲食の際は＞ 

○ 感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える。 

○ 飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。 

○ 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。 

○ 食事は４人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時は

マスクを着用する。 

（「黙食～食事は静かに、会話はマスク～」の実践） 

【道内の措置区域】札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 

新篠津村、小樽市、旭川市 

 


